
 

 

 

 

    令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 

 

馬淵川水系河川整備計画(変更素案)へご意見をお聴かせください 
 
 

 馬淵川水系河川整備計画は平成２２年１月に策定され、現在河川改修を進めております。しか

し、近年の気候変動により降雨が増大することが見込まれることから、河川整備目標を見直し、

馬淵川水系河川整備計画(大臣管理区間)の変更を行います。 

この「馬淵川水系河川整備計画」を変更するに当たり、地域の皆様のご意見を募集するとともに、

「意見を聴く会」を開催します。 

 

記 

１．意見の募集 

「馬淵川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更素案)」 

 

２．整備計画変更のポイント 

①気候変動に伴う降雨の増大を考慮した目標の見直し 

②「流域治水」を踏まえた治水対策の推進 

③河川環境の保全や新たな河川環境の創出について 

３．資料の閲覧及び意見の募集期間 

令和５年１０月１６日（月）～ 令和５年１１月１５日（水） 

 

４．馬淵川水系河川整備計画（変更素案）の閲覧および意見の募集方法 

①河川整備計画（変更素案）の閲覧方法 

各閲覧場所又はホームページにおいて、馬淵川水系河川整備計画（変更素案）を公表します。 

    ②意見募集方法 

    各閲覧場所での意見箱への投函、郵送、ホームページ、メール、ＦＡＸで意見の募集を行

います。 

   ※意見募集の詳細については別紙をご覧ください。 

 

5．意見を聴く会の開催 

   令和 5 年 11 月 2 日（木）１８時開始 

   馬淵川水防センター 八戸市大字尻内町字上川原 54-1 

    

 

《発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社》 

問い合わせ先 

 

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 

青森市中央三丁目２０－３８  tel 017-734-4521（代表） 

副所長（河川） 三浦 俊明 （内線 204） 

         流域治水課長  阿部 洋行 （内線 351） 

 

 



                                       ≪別紙≫ 

 

「馬淵川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更素案）」 に対する意見募集について 

                令和５年１０月１３日 

 

馬淵川水系河川整備計画は平成２２年１月に策定され、現在河川改修を進めております。しか

し、近年の気候変動により降雨が増大することが見込まれることから、河川整備目標の見直しを

行い、馬淵川水系河川整備計画(大臣管理区間)の変更を行います。 

 この「馬淵川水系河川整備計画」を変更するに当たり、地域の皆様のご意見を募集するととも

に、「意見を聴く会」を開催します。 

 

意見募集要領 

 

１． 意見募集の対象 「馬淵川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更素案）」 

 

２． 意見募集期間 令和５年１０月１６日（月） ～ 令和５年１１月１５日（水）      

     （※郵送の場合は当日消印有効） 

 

    ３． 意見提出方法 ご意見は別添「意見書」にご記入いただくか、下記①から⑥をご記入 

      いただいたもの を意見箱への投函、郵送、ホームページ、メール、ＦＡＸのいずれ  

       かの方法で次項４． までご提出ください。 

 

       ① 氏名（企業、団体としての意見提出の場合は企業・団体名、代表者名並びに担当 

部署名及び担当者名） 

       ② 年齢 

③ 性別 

④ 川との関わり（例：散歩、釣りなど） 

⑤ お住まいの市町村 

       ⑥ 意見 「馬淵川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更素案）」の該当箇所

（章、頁）をご記入の上、ご意見を ご記入ください 

 

    ４． 提出先 

      ○ 意見箱への投函の場合  

     「３．意見提出方法の①～⑥」をご記入の上、閲覧場所に設置してある意見箱に投函   

      してください。なお、閲覧場所には意見記入用紙を備え付けております。 

      ○ 郵送の場合  

     「３．意見提出方法の①～⑥」をご記入の上、下記宛先に郵送してください。 

     《郵送先》 

      〒030-0822 青森市中央三丁目 20-38「青森河川国道事務所 流域治水課」 宛    

     〇 ホームページの場合 「３．意見提出方法の①～⑥」を下記 URL のフォームに 

入力の上､送信してください。  

《ホームページアドレス》  

・青森河川国道事務所 

https://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/related/m_seibi/seibikeikakuhenkou.html 



〇 メールの場合  

「３．意見提出方法の①～⑥」をメールに入力の上、下記メールアドレス宛送信し 

てください。 

 《メールアドレス》 thr-721ryuikichisui@ki.mlit.go.jp 

 ○ ＦＡＸの場合  

「３．提出方法の①～⑥」をご記入の上、下記ＦＡＸ番号まで送信してください。 

《ＦＡＸ番号》  017-722-2540 「河川整備計画担当」宛  

 

    ５． 注意事項  

      ① 日本語でご記入ください。  

      ② 電話でのご意見は受け付けておりません。 

 ③ ご意見に対する個別の回答はいたしかねますのであらかじめご了承ください。 

 ④ 期限までに到着しなかったものは無効とします。なお、上記３．意見の提出方法 

に沿わない形で提出されたもの及び下記のいずれかに該当する内容については無効

とする場合があります。  

・個人や特定の企業 

・団体を誹謗中傷するような内容  

・個人や特定の企業・団体の財産及びプライバシーを侵害する内容 

・個人や特定の企業・団体の著作権を侵害する内容  

・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容 

・営業活動等営利を目的とした内容  

⑤ いただいたご意見は、①氏名、②年齢、③性別、④川との関わりを除いて公表す

る場合があります。 

⑥ 氏名等の個人情報は河川整備計画変更以外の目的に使用することはありません。  

 

６． 資料の入手方法等 

 ① ホームページからの資料入手 

 国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所のホームページをご覧くだい。 

 ・青森河川国道事務所 

https://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/related/m_seibi/seibikeikakuhenkou.html 

 ② 資料の閲覧場所及び意見箱設置の場所 「馬淵川水系河川整備計画（変更素案）に

関する資料」は、１０月１６日（月）から、 下記箇所の閲覧場所に設置しており

ます。 （資料閲覧時間：土日祝日を除く 9:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 電話番号 住所

国土交通省　青森河川国道事務所 017-734-4560 〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20-38

青森河川国道事務所　八戸出張所 0178-28-2626 〒039-1103 青森県八戸市長苗代 二丁目5-8

国土交通省　高瀬川河川事務所 0178-28-7135 〒039-1165 青森県八戸市石堂三丁目7-10

青森県 県土整備部　河川砂防課 017-722-1111 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1

三八地域県民局　地域整備部 0178-27-5154 〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字鴨田７

八戸市役所 港湾河川課 0178-43-2137 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1-1

南部町役場 0178-76-2111 〒039-0592 青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1

南部支所 0179-34-2111 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46

福地支所 0178-84-2111 〒039-0892 青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1

三戸町役場 0179-20-1111 〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43



７． 意見募集等に関する問い合わせ先  

受付時間：土日祝日を除く 9:00～17:00 

  国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 流域治水課  

〒030-0822 青森市中央三丁目 20-38 

TEL 017-734-4560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










